
第 72 号議案 

 

   滋賀県奨学資金貸与条例施行規則の一部改正について 

 

滋賀県奨学資金貸与条例施行規則の一部改正する規則を次のとおり定め 

る。 

 

 令和４年３月 23 日 

 

滋賀県教育委員会  

 

 

滋賀県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則 

 

滋賀県奨学資金貸与条例施行規則（平成 14 年滋賀県教育委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「いう。）は、」の右に「奨学金および入学資金の貸与を受けよ

うとする場合にあっては」を加え、「奨学資金貸与申請書（別記様式第１号）」を

「奨学金および入学資金貸与申請書（別記様式第１号）に、電子計算機購入資金

の貸与を受けようとする場合にあっては連帯保証人と連署した電子計算機購入

資金貸与申請書（別記様式第２号の２）」に改め、同項第２号中「、ウまたはエ」

を「またはウ」に改め、同項に次の１号を加える。 

(5) その他教育委員会が必要と認める書類 

 第４条中「、別に定める奨学資金貸与選考委員会に諮った上」を削る。 
第５条に次の１項を加える。 

３ 電子計算機購入資金は、前条の規定による貸与の決定の通知後、速やかに貸

与する。 

第７条第１項第２号中「条例」を「奨学生（条例第６条に規定する奨学生をい

う。第 14 条において同じ。）にあっては、条例」に改め、同項に次の１号を加え

る。 
(3) 電子計算機購入資金のみの貸与を受けた者にあっては、条例第２条各号に

掲げる要件を欠くに至ったとき。 

第８条第３項中「した金額」の右に「とし、その金額が 1,000 円未満のとき

は、1,000 円とする。」を加える。 
第 14 条中「（条例第６条に規定する奨学生をいう。）」を削る。 
別記様式第１号中「奨学資金貸与申請書」を「奨学金および入学資金貸与申請 



請書」に、
「（宛先） 
  滋賀県教育委員会」

を 「（宛先） 
  滋賀県教育委員」 に、 

 
「、奨学資金の貸与」を「、奨学金および入学資金の貸与」に、「年度分の奨学

資金」を「年度分の奨学金」に改め、「四捨五入した金額」の右に「。ただし、

その額が 1,000 円未満のときは 1,000 円とします。」を加える。 
別記様式第１号の２中「前年の額を記入してください。」の右に「ただし、条

例第２条第３号ウに規定する申請しようとする年の世帯の収入の年額の見込額

が生活保護法第８条第１項の規定により測定したその世帯の需要の年額の 1.7
倍以下である世帯であることを理由として申請する場合には、申請しようとす

る年の額を併記してください。」を加える。 

別記様式第２号中 「（宛先） 
   滋賀県教育委員会」

を 「（宛先） 
  滋賀県教育委員会」

に、

「四捨五入した金額」の右に「。ただし、その額が 1,000 円未満のときは 1,000
円とします。」を加え、同様式の次に次の１様式を加える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



別記様式第３号中 
「 

 

」 

 

貸 与 金 額 

奨 学 金 月 額             円 

を 

入学資金                   円 

   
「 

 

」 

貸 与 金 額 

奨 学 金 月 額             円 

に 入学資金                   円 

電子計算

機購入資

金 
                 円 

  
改める。 

別記様式第 6 号中 「（宛先） 
   滋賀県教育委員会」

を 「（宛先） 
  滋賀県教育委員会」

に、

「四捨五入した金額」の右に「。ただし、その額が 1,000 円未満のときは 1,000
円とします。」を加える。 
 

付 則 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に

定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。 
 



 

 

 

滋賀県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則案要綱 

 

 

１ 改正の理由 

県立高等学校等において、令和４年度の新入生から導入される１人１台端末環境の整備

に伴い、経済的理由によりタブレット端末等の電子計算機の購入が困難な家庭の生徒に対

する支援として、電子計算機購入資金の貸与を行う等のため、滋賀県奨学資金貸与条例（平

成 14 年滋賀県条例第 26 号）の一部を改正したことに伴い、滋賀県奨学資金貸与条例施行

規則の一部を改正します。 

 

２ 改正の概要 

 (1) 電子計算機購入資金の貸与申請方法を追加し、新たに様式を設けることとします。（第

３条関係・別紙様式第 2号の 2）   

 (2) 奨学資金の貸与の方法に、電子計算機購入資金に関する項を新たに設けることとしま

す。（第５条関係） 

 (3) 借用証書の提出に、電子計算機購入資金のみの貸与を受けた者に関する項を新たに設

けることとします。（第７条関係） 

 (4) 基本返還額の下限を 1,000 円とします。（第 8条関係） 

 (5) その他 

ア この規則は、令和４年４月１日から施行することとします。 

イ その他必要な文言の修正、規定の整備を行うこととします。 

ウ 施行の際、現にある改正前の滋賀県奨学資金貸与条例施行規則に定める様式による

用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができることとします。 

 

 

令和 4 年（2022 年）3月 23 日 

３ 月 定 例 教 育 委 員 会 

第 7 2 号 議 案 関 係 資 料 



滋賀県奨学資金貸与条例施行規則新旧対照表 

旧 新 

第１条および第２条 省略 第１条および第２条 省略 

（貸与の申請） （貸与の申請） 

第３条 奨学資金の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、連帯保証人と連署した奨学資金貸与申請書（別記様式第１号）に

次に掲げる書類を添えて、滋賀県教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）が別に定める日までに滋賀県教育委員会（以下「教育委員

会」という。）に提出しなければならない。ただし、高等学校等（条

例第１条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。）に在学している

者が当該高等学校等に在学する期間の途中から奨学金の貸与を受けよ

うとする場合にあっては、貸与を受けようとする月の前月の末日まで

に提出しなければならない。 

第３条 奨学資金の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、奨学金および入学資金の貸与を受けようとする場合にあっては連

帯保証人と連署した奨学金および入学資金貸与申請書（別記様式第１

号）に、電子計算機購入資金の貸与を受けようとする場合にあっては

連帯保証人と連署した電子計算機購入資金貸与申請書（別記様式第２

号の２）に次に掲げる書類を添えて、滋賀県教育委員会教育長（以下

「教育長」という。）が別に定める日までに滋賀県教育委員会（以下

「教育委員会」という。）に提出しなければならない。ただし、高等

学校等（条例第１条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。）に在

学している者が当該高等学校等に在学する期間の途中から奨学資金の

貸与を受けようとする場合にあっては、貸与を受けようとする月の前

月の末日までに提出しなければならない。 

(1) 申請者が属する世帯の住民票記載事項証明書（連帯保証人が申請

者が属する世帯に属しない場合にあっては、申請者が属する世帯お

よび連帯保証人の住民票記載事項証明書） 

(1) 申請者が属する世帯の住民票記載事項証明書（連帯保証人が申請

者が属する世帯に属しない場合にあっては、申請者が属する世帯お

よび連帯保証人の住民票記載事項証明書） 

(2) 申請者が属する世帯が条例第２条第３号ア、イ、ウまたはエのい

ずれかに該当することを証明する書類 

(2) 申請者が属する世帯が条例第２条第３号ア、イまたはウのいずれ

かに該当することを証明する書類。 



(3) 世帯状況確認書（別記様式第１号の２） (3) 世帯状況確認書（別記様式第１号の２） 

(4) 親権を行う者または未成年後見人、および連帯保証人の印鑑登録

証明書 

(4) 親権を行う者または未成年後見人、および連帯保証人の印鑑登録

証明書 

 (5) その他教育委員会が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が高等学校等に在学している者で

あって、前年度に引き続き当該高等学校等に係る奨学金の貸与を受け

ようとするものである場合にあっては、連帯保証人と連署した奨学金

貸与継続申請書（別記様式第２号）に前項各号に掲げる書類を添えて、

奨学金の貸与を受けようとする年度の４月末日までに教育委員会に提

出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が高等学校等に在学している者で

あって、前年度に引き続き当該高等学校等に係る奨学金の貸与を受け

ようとするものである場合にあっては、連帯保証人と連署した奨学金

貸与継続申請書（別記様式第２号）に前項各号に掲げる書類を添えて、

奨学金の貸与を受けようとする年度の４月末日までに教育委員会に提

出しなければならない。 

３ 連帯保証人は、申請者の保護者等（条例第２条第２号に規定する保

護者等をいう。以下同じ。）でなければならない。 

３ 連帯保証人は、申請者の保護者等（条例第２条第２号に規定する保

護者等をいう。以下同じ。）でなければならない。 

（貸与の決定等） （貸与の決定等） 

第４条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があったときは、

その内容を審査し、別に定める奨学資金貸与選考委員会に諮った上、

奨学資金の貸与をすることを決定したときにあってはその旨を奨学資

金貸与決定通知書（別記様式第３号）により、奨学資金の貸与をしな

いことを決定したときにあってはその旨を奨学資金貸与不承認決定通

知書（別記様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

第４条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があったときは、

その内容を審査し、奨学資金の貸与をすることを決定したときにあっ

てはその旨を奨学資金貸与決定通知書（別記様式第３号）により、奨

学資金の貸与をしないことを決定したときにあってはその旨を奨学資

金貸与不承認決定通知書（別記様式第４号）により申請者に通知する

ものとする。 

（貸与の方法） （貸与の方法） 

第５条 奨学金は、毎年４月または５月に４月分から８月分までを、９

月に９月分から12月分までを、１月に１月分から３月分までを貸与す

第５条 奨学金は、毎年４月または５月に４月分から８月分までを、９

月に９月分から12月分までを、１月に１月分から３月分までを貸与す



る。 る。 

２ 入学資金は、入学した年における最初の奨学金の貸与と併せて貸与

する。 

２ 入学資金は、入学した年における最初の奨学金の貸与と併せて貸与

する。 

 ３ 電子計算機購入資金は、前条の規定による貸与の決定の通知後、速

やかに貸与する。 

第６条および第６条の２ 省略 第６条および第６条の２ 省略 

（借用証書の提出） （借用証書の提出） 

第７条 奨学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、貸与を受けた奨学資金の総額（以下「借用金額」という。）

について、連帯保証人と連署した奨学資金借用証書（別記様式第６号）

を直ちに教育委員会に提出しなければならない。 

第７条 奨学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、貸与を受けた奨学資金の総額（以下「借用金額」という。）

について、連帯保証人と連署した奨学資金借用証書（別記様式第６号）

を直ちに教育委員会に提出しなければならない。 

(1) 高等学校等を卒業したとき。 (1) 高等学校等を卒業したとき。 

(2) 条例第７条の規定により奨学金の貸与が打ち切られたとき。 (2) 奨学生（条例第６条に規定する奨学生をいう。第14条において同

じ。）にあっては、条例第７条の規定により奨学金の貸与が打ち切

られたとき。 

 (3) 電子計算機購入資金のみの貸与を受けた者にあっては、条例第２

条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。 

２ 教育委員会は、奨学資金の貸与を受けた者が前項に規定する借用証

書を提出しないときは、借用金額を一括して返還するよう請求するこ

とができる。 

２ 教育委員会は、奨学資金の貸与を受けた者が前項に規定する借用証

書を提出しないときは、借用金額を一括して返還するよう請求するこ

とができる。 

（返還） （返還） 



第８条 奨学資金の返還は、月賦、半年賦または年賦の均等返還による

ものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。 

第８条 奨学資金の返還は、月賦、半年賦または年賦の均等返還による

ものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。 

２ 奨学資金の返還期日は、次の各号の返還の方法の区分に応じ、当該

各号に定める日（その日が金融機関の休業日に当たる場合にあっては、

翌営業日）とする。 

２ 奨学資金の返還期日は、次の各号の返還の方法の区分に応じ、当該

各号に定める日（その日が金融機関の休業日に当たる場合にあっては、

翌営業日）とする。 

(1) 月賦 返還期間の毎月末日 (1) 月賦 返還期間の毎月末日 

(2) 半年賦 返還期間の毎年７月末日および11月末日 (2) 半年賦 返還期間の毎年７月末日および11月末日 

(3) 年賦 返還期間の毎年11月末日 (3) 年賦 返還期間の毎年11月末日 

３ 割賦の最終回以外の各回の返還期日における返還金額（以下「基本

返還金額」という。）にあっては、借用金額を返還回数で除して得た

金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

した金額）とし、最終回における返還金額は、基本返還金額に返還回

数から１を減じた数を乗じて得た金額を借用金額から減じた金額とす

る。ただし、返還回数が１回の場合は、借用金額とする。 

３ 割賦の最終回以外の各回の返還期日における返還金額（以下「基本

返還金額」という。）にあっては、借用金額を返還回数で除して得た

金額（その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

した金額とし、その金額が1,000円未満のときは、1,000円とする。）

とし、最終回における返還金額は、基本返還金額に返還回数から１を

減じた数を乗じて得た金額を借用金額から減じた金額とする。ただし、

返還回数が１回の場合は、借用金額とする。 

４および５ 省略 ４および５ 省略  

（猶予の申請） （猶予の申請） 

第９条から第13条まで 省略 

第14条 奨学生（条例第６条に規定する奨学生をいう。）または奨学資

金の貸与を受けた者（以下「奨学生等」という。）は、連帯保証人が

死亡したとき、または連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保

証人として適当でない事由が生じたときは、新たに連帯保証人を立て

第９条から第13条まで 省略 

第14条 奨学生または奨学資金の貸与を受けた者（以下「奨学生等」と

いう。）は、連帯保証人が死亡したとき、または連帯保証人に破産手

続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき

は、新たに連帯保証人を立てなければならない。 



なければならない。 

第15条および第16条 省略 

付則 省略 

第15条および第16条 省略 

付則 省略 
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